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会 議 録

会議の名称 令和５年度第１回本庄市障害者施策推進協議会

開 催 日 時 令和５年９月２０日（水）
午前・午後１時３０分から

午前・午後３時００分まで

開 催 場 所 本庄市役所 ６階 大会議室

出 席 者

協議会委員（別紙のとおり）

本庄市福祉部長 山田 剛

事務局

本庄市福祉部障害福祉課 課長 佐々木智恵

課長補佐 田畑知香子

係長 武藤 悟

専門員 青木光蔵

事業者 ㈱ぎょうせい

欠 席 者 別紙のとおり

議 題

（次 第）

１ 開会

２ 委嘱状交付

３ あいさつ

４ 議題

（１）協議事項

①第３次本庄市障害者計画主要事業に係る令和４年度の

実績報告について

②障害者福祉に関するアンケート調査結果について

③第４次本庄市障害者計画等の素案について

５ その他

６ 閉会

配 付 資 料

次第

【資料１】第３次本庄市障害者計画実績等報告表

【資料２】第４次本庄市障害者計画・第７期本庄市障害福祉計

画・第３期本庄市障害児福祉計画

【資料３】策定スケジュール

【参考１】本庄市障害者施策推進協議会条例

【参考２】本庄市障害者施策推進協議会規則

【参考３】本庄市障害者施策推進協議会委員名簿

ふれ愛祭パンフレット

埼玉県思いやり駐車場制度チラシ

その他特記事項 傍聴人なし

主 管 課 福祉部障害福祉課
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会 議 の 経 過

発 言 者 発言内容・決定事項等

進行

１ 開会

定刻よりちょっと早いのですが、お集まりいただきましたので、始め

させていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆様

におかれましては、ご多忙のところ、本日はご出席を賜りまして、誠に

ありがとうございます。

本日司会を務めさせていただく、障害福祉課長の佐々木と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。傍聴人の方は本日いらっしゃいませ

んので、このまま進めさせていただこうと思います。

それではこれより、令和５年度第１回本庄市障害者施策推進協議会を

開催させていただきます。お手元の次第に沿って進めさせていただきま

すので、ご協力をお願いいたします。

進行

２ 委嘱状交付

続きまして、次第２の委嘱状の交付でございます。本庄市障害者施策

推進協議会委員の中で、選出団体において委員の変更のあった方が３名

いらっしゃいます。お手元の参考３の本協議会委員名簿をご覧ください。

新たに委員となられましたのは、名簿の６番、柿沼様。名簿の 16番、

正田様。名簿の 17番、塩田様でございます。

本日は、３名とも所用によりご欠席とのご連絡を頂いておりますので、

ここでは紹介にとどめさせていただきます。この３名への委嘱状は、後

日事務局より交付させていただきます。また、皆様の任期は、前任の方

の残りの期間となり、令和７年１月までとなります。どうぞよろしくお

願いいたします。

進行

３ あいさつ

続きまして、次第の３、開会に当たりまして、堀口会長よりごあいさつを

お願いいたします。

会長

皆様こんにちは。堀口でございます。本日はお暑い中をお集まりいた

だきまして、誠にありがとうございます。

まず、本日の資料なんですが、昨日配達された方も多いかと思います。

その辺はまずおわびを申し上げます。今後は、レターパックで、土日祝

日も配達しておりますので、そちらで配達していただくよう、事務局の

ほうに提案申し上げております。大変今回は申し訳ございませんでした。
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発 言 者 発言内容・決定事項等

会長

本日は、来年の 3月策定に向けての、計画の素案が出てまいりました。

何卒、慎重ご審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。以

上であいさつとさせていただきます。

進行

ありがとうございました。ここで、事務局よりご報告申し上げます。

本庄市障害者施策推進協議会条例第６条第３項には、会議の成立要件と

いたしまして、過半数以上の出席が必要と規定されております。本日は

委員 19名中 13名の方に出席いただいておりますので、本会議は成立と

なります。

なお、本日所用により欠席の連絡を受けております、飯島様、柿沼様、

鈴木様、正田様、水上様、塩田様の６名につきましては、後日事務局よ

り本日の会議についてご報告させていただきます。

それでは議題に入る前に、本日の資料の確認をさせていただきます。

まず、事前に郵送させていただきました資料といたしまして、本日の次

第、資料１、第３次本庄市障害者計画実績等報告を１部。A3の折りたた

んだものになります。

資料２、第４次本庄市障害者計画・第７期本庄市障害福祉計画・第３

期本庄市障害児福祉計画案、A4のホチキスでとめた、厚さのある冊子で

す。続きまして、資料３、策定スケジュール。A3の１枚のものを折りた

たんでございます。

次に、本日机の上に配布させていただきました資料といたしまして、

参考１、本庄市障害者施策推進協議会条例を、参考２、本庄市施策推進

協議会規則、参考３、本庄市障害者施策推進協議会委員名簿、それから

ふれ愛祭のパンフレット、埼玉県思いやり駐車場の制度のチラシ、以上

９点でございます。お手元の資料に不足等はございませんでしょうか。

ありがとうございます。

ここで、冒頭で会長からもお話をしていただきましたが、資料の送付

が、先週のうちにお届けできればということで準備を進めてきたつもり

でおったところでしたが、週末を挟んでいる等々で、昨日お手元に届い

た方が多かったというふうに聞いております。ここで本当におわびを申

し上げます。申し訳ありませんでした。

今日この後事務局から、資料の内容についてかいつまんでですが、説

明をさせていただきます。なかなか事前にお読みいただける時間がなか

ったと存じますので、今日の説明をまず聞いていただいて、また後日も

う一度読んでいただいて、ご意見を頂ければ大変ありがたいというふう

に思っておりまして、その場合目安として今月中にご意見を頂戴できれ

ばと思っております。電話でもメールでも、窓口でお話しいただいても、

方法については何でも構いませんので、どうぞよろしくお願いします。
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発 言 者 発言内容・決定事項等

進行

そしてまた今日、事務局からの説明を聞いていただいて、またちょっと

気になることとかご質問あれば、今日の段階でも何でもおっしゃってい

ただきたいと思っております。

お配りした資料ですけれども、冊子の体裁を整えたような形にさせてい

ただいてありまして、ご意見を頂くのに、計画がどんなものになるのか

という完成形をご覧いただくほうが、ご意見を頂きやすいものとして、

形としては整えてありますが、内容につきましては、皆様のご意見を頂

いて、これから何度でも直していけるようにというつもりでおりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。

進行

４ 議題

（１）協議事項

①第３次本庄市障害者計画主要事業に係る令和４年度の実績報告

について

それでは、事前のご説明が長くなってしまいましたが、これより議題

に入らせていただきます。議事の進行につきましては、本庄市障害者施

策推進協議会条例第６条第１項の規定に基づき、会長にお願いしたいと

思います。これからの議事の進行につきましては、堀口会長、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

議事進行（会長）

会長が会議の議長を行うということでございますので、この後の議題

につきまして、議事の進行を務めさせていただきます。会議のスムーズ

な運営にご協力をお願いいたします。

それでは、早速議事に入らせていただきます。議題の（１）、協議事項

の①、第３次本庄市障害者計画主要事業に係る令和４年度の実績報告に

ついて、事務局から説明をお願いいたします。なお、事業数が多いので、

特に説明が必要な事項についてお願いいたします。

説明（事務局）

それでは、第３次本庄市障害者計画主要事業に係る実績報告について、

事務局よりご説明いたします。お手元に事前の配布によりご確認いただ

きました、A3の資料１をご用意ください。平成３０年度から令和５年度

の６年間を計画期間とする「第 3次本庄市障害者計画」では、障害の有

無に関わらず市民が住み慣れた地域でともに暮らしていくことのできる

「地域共生社会」の構築を目指しており、計画の基本理念を「みんなが

輝く共生のまち 本庄」と定めています。この基本理念を実現するため、

２つの基本目標を定め、それぞれ２つの基本方針のもと 19の施策、事業

数としては 104事業を実施しております。本日はお時間も限られている

中ですので、４つの基本方針の中から、一部の事業について実績をご報

告させていただきます。
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発 言 者 発言内容・決定事項等

説明（事務局）

基本目標１「共生のまちづくり」における基本方針の「（１）地域でと

もに暮らす社会の構築」における施策のなかから、「⑦相談・情報提供・

意思疎通支援の充実」における主要事業ついてご説明いたします。

まず、5ページの上から６行目「６相談窓口の周知と対応の充実」に

ついてでございますが、聴覚に障害をお持ちの方との意思疎通の手段と

いたしまして、市役所や支所などでお客様と多く接する部署の窓口にコ

ミュニケーション支援ボードを試験的に配置する取組を行いました。こ

のコミュニケーション支援ボードを試験的に配置した各部署より、実際

に利用した際の感想や改善点などを取り纏め、利用者の方との意思疎通

が円滑に行えるよう、こうした現場の声を反映したコミュニケーション

ボードの作成を進めてまいりたいと考えております。このことにより、

意思の疎通を図ることが困難なケースにおいて相互の理解が深まり、市

役所窓口等で円滑に手続きを進めていただける環境を整えてまいりたい

と考えております。

次に、５ぺージをご覧下さい。一番下の行にございます「１１意思疎

通支援の充実」ですが、手話通訳者派遣事業を児玉郡市で共同して本庄

市社会福祉協議会へ委託して実施しております。新型コロナウイルス感

染症拡大の影響により、本庄市社会福祉協議会にタブレットを導入して

いただき、オンラインでの手話通訳ができるよう環境整備を行いました。

こうした環境が整備されたことにより、利用者の選択肢が増え、利便性

が高まりました。今後は新型コロナウイルス感染症も収束に向かいつつ

あるなかで、外出の機会が増え利用者がコロナ禍前に戻ることも考えら

れますので、利用者が状況に応じて利用しやすい選択肢を提供すること

が可能となりました。また、引き続き市民や職員に向けた手話講座等を

継続して実施しています。

続きまして、６ページをご覧ください。「（２）安心して暮らすことの

できる地域づくり」のなかから「①誰もが暮らしやすいまちづくり」に

おける主要事業についてご説明させていただきます。

ここでは、「2公共施設のバリアフリー化の推進」と「３公園のバリア

フリー化の推進」について、あわせてご説明いたします。既存の各公共

施設につきましては、だれもが暮らしやすいまちづくりを目指して、公

共施設や公園に改修工事等を実施する際には、手すりやスロープ、トイ

レ等のバリアフリー化を推進しています。具体例を挙げますと、共栄公

園トイレについて、使用を禁止していたトイレを撤去し、バリアフリー

に配慮したトイレを整備しました。

続きまして、１０ページをご覧ください。基本目標２「一人ひとりが

かがやくまちづくり」における基本方針の１「（１）社会的に自立できる
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発 言 者 発言内容・決定事項等

説明（事務局）

社会の構築」における施策のなかから、「②雇用・就業の促進」における

主要事業ついてご説明いたします。

まず、「６児玉郡市障がい者就労支援センターの充実」についてですが、

障害のある方の就労を支援するため、児玉郡市共同で就労支援センター

事業を委託しています。新型コロナウイルス感染症による雇用環境の悪

化等に対する相談や就労に向けた相談等のほか、就労後も継続して面談

を行うなどにより就労が定着することを目指し支援を行っています。

続きまして「１０優先調達の推進」ですが、市役所内部において優先

調達方針について情報提供を行っています。

主に公民館や障害福祉センターの清掃業務や広報の区分け事業などを障

害の事業所へ依頼し就労機会を広げることに努めました。令和４年度の

調達実績は、目標額６８０万円に対して、７，３８９，７７３円となり、

目標額を上回ることとなりました。

続きまして、１２ページをご覧ください。基本方針の２「（２）生きが

いの創出」のなかから「③交流活動の促進」についてご説明させていた

だきます。

まず、「１ふれ愛祭の開催」ですが、新型コロナウイルス感染症拡大予

防の観点から令和 2年度から 3年度にかけまして開催を中止しておりま

したが、飲食の提供を取りやめるなど一定の感染拡大防止策を講じ、令

和 4年度は開催することができました。本年度は、さらに感染法上の分

類が 5類に移行されたことから、昨年度よりも参加する２１団体から 2
７団体へと６団体多くなり、コロナ禍前のふれ愛祭の賑わいが戻ってく

ることを期待しております。今後も、多くの方が参加するイベントとし

て、障害のある方の社会参加の場を広げ、交流を深めることをことので

きる機会を提供してまいりたいと考えております。

次に、「２地域活動支援センターの充実」ですが、障害のあるかたへ創

作活動や生産活動機会の提供、地域との交流等を行う地域活動支援セン

ターを一部児玉郡市で共同して委託しています。

なお、知的、身体障害者向けの「デイケアひまわり」については本庄

市単独委託で令和４年度延べ利用者数は、３，７１４人となっています。

共同委託となる精神障害者向けの「地域活動支援センターポノポノ」

における令和４年度延べ利用者数は、２，１７４人となっています。

同じく精神障害者向けの「障害者生活支援センターみさと」、こちらは

美里町にある施設になりますが、令和４年度の延べ利用者数は１，７１

９名となっています。

各事業所においては、それぞれの障害の特性にあわせた活動を実施し、

障害のある方の日中の居場所として活用していただいているところで
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発 言 者 発言内容・決定事項等

説明（事務局）
す。

事務局からの説明については、以上となります。

議事進行（会長）

ただいまの事務局からの説明に対しまして、ご意見、ご質問がござい

ましたらお願いいたします。よろしいですか。ただいま、協議事項の①、

第３次本庄市障害者計画主要事業に係る令和４年度の実績報告について

にご協議いただきましたが、これについては本日は終了といたします。

委員（副会長） よろしいですか。皆さんからご意見がないようなので、一言。

議事進行（会長） はい。副会長。

委員（副会長）

副会長ってことで、遠慮してたんですけども。今のご説明等は誠にごも

っともだというふうに思います。ただし、ここに書かれております、い

わゆる評価に関して、一言お話しさせてください。

６ページの誰もが暮らしやすいまちづくりの２番ですね。公共施設のバ

リアフリー化の推進というふうに、手すりやスロープ、エレベーターの

設置、専用トイレ、専用駐車場の確保等、公共施設のバリアフリー化の

推進をいたしますというふうな、ここの部分なんですけど。

それを踏まえて、９ページです。９ページの一番下、16番ですね。学

校設備の充実というふうなことで、こちらのほうが大規模改修等に合わ

せたバリアフリー化を推進しますというふうなことで、結果とするとお

おむね達成だとかいうふうなことで書いてあります。

その内容が、「本庄市立小中学校大規模改修計画」に基づき、大規模改

修をする際、バリアフリーに配慮した改修方法について検討しています。

令和５年から６年度に実施する本庄市立本庄西中学校の大規模改修にお

いては、一部段差の解消や昇降口にスロープを設置する予定ですってい

う記述がございます。

これ、福祉課としてはどう考えます？言っちゃ失礼だけど、こんなもの

は昭和の時代の個人事業主が、法律ができる前に、「俺がやってやったぜ」

ってどや顔するもの、そのレベルですよ。こんなことをおおむね達成な

んていうのどや顔で答えたのでは、恥ずかしくて世間に顔向けができな

い。

本来昇降口だとか段差なんてのは、もう令和２年度に法律が改正され

て、わざわざ大規模改修工事など、何億ってやるレベルの話ではない。

むしろ、大規模改修っていうのは、平面移動から垂直移動まで考えるも

のが、大規模改修ですよ。こんなのは大規模改修の中に、ちょこっと玄

関口をうちはバリアフリーの学校ですよって、お客さんに見せつけるた

めの方便でしかないというふうに、私は思います

ここで私が持論をどうこう言う気はないんだけど、これを、このよう



様 式

- 8 -

発 言 者 発言内容・決定事項等

委員（副会長）

な評価をされるのは、学校、教育総務課の人たちのいわゆるレベル。む

しろ令和４年度法律改正をばかにしてるのか。もしくは、障害者が何や

っても何も言わないからってことで、無視してるというふうなレベルで

す。

どうして学校教育課なり総務課等々は、障害者を教育現場から排除す

るのかっていう、その考え方ですよね。思想信念に、私は何とも文句言

うことではないんだけど、何らかの大きな圧力がかかってるのか、もし

くは『我が闘争』を読んで感化された人間がこの中にいるのかどうなの

かぐらいの、差別感を感じるというか、疎外感を増大させて。

要は、障害者が学校教育現場から排除される。それは父兄であり、も

しくはそこに携わる教員であり、一番重要であるそこの生徒児童が、こ

の現場から排除されること自体を、推進してるような形。少なくとも評

価するっていうふうに評価したこと自体に、かえって憤りを感じるとい

うふうな印象がございます。

われわれがそこのところを、障害者団体のちゃんとした意見を言えな

かったっていうのも、もしかしたら大きな要因かもしれませんが、今後、

今、隣におられます委員長と議会の先生方、もしくは首長に対して、も

う少し意見を申し上げさせていただかないといけない。

ということはどういうことかって言うと、長くなりますけど、大規模

改修、次改修するのはいつだって話ですよ。10年後か 20年後か。それ

までに小学校、中学校にエレベーターが設置されないっていうことです

よね。

この令和２年度の法律改正を特別に扱って、新たな予算をつけて、各学

校に垂直移動をできる方向を、新たに大規模改修とは別にやるんなら別

ですけど。

もし次の大規模改修が行われる 10年後か 20年後にしか、本庄市の小中

学校にはエレベーターが設置されない。その間障害者は一般児童と一緒

に机を並べて教育を受ける権利を失うっていうふうなこと。

要は、選択肢自体は、特別支援学校行くしかなくなってしまうってい

う事態にもなり得るっていうふうなことでございます。ここは強く私が

ここで発言しないと、これが実現できるかどうかの問題じゃなくて、障

害者団体の長としてここで発言して、議事録に残しておかないと、私ど

もの団体の存続意義がなくなるっていうことで、あえて発言させていた

だきます。以上でございます。

議事進行（会長）
ただいまの種村副会長の意見に関しまして、事務局ございましたらお願

いいたします。
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発 言 者 発言内容・決定事項等

説明（事務局）

種村さん、ほんとにありがとうございます。ここの目標としているも

のの達成についてというところの A、B、C、Dとつけていくわけですけ

れども、目標としたものに対しては近づいているということで、目標と

していただいたということだと思います。

各課において施策がさまざまですけれども、達成の状況については、

はっきり数値で計れるものも少なくなっている中で、それぞれの担当の

考え方だったり、障害福祉課の評価については、私も随分悩みましたけ

れども、この計画の期間ではここまでである程度達成って見ていいかと

か、あとは障害者施策全体の中では、まだまだこれはちょっと不十分だ

っていうことで、迷ったりもしたものがあります。

なので、担当のほうでいろいろ A、B、Cって書くところ、評価として表

してしまうと、単純に A、B、C、Dっていうことになりますが、それぞ

れの思いがここに含まれているものというふうに考えているようです。

この学校によりますバリアフリーにつきましては、今私のほうで、障

害福祉課でこのような調整ができるとかってお答えすることは大変難し

いと思いますけれども、協議会で会長からご意見を頂いたこと、しっか

り書きとめさせていただきまして、これから施策を推進する上で、それ

を心していきたいというところを、今日、事務局としてはお話しさせて

いただきたいと思います。以上です。

議事進行（会長）

他にご意見、ご質問はございませんか。ただいま協議事項の①、第３

次本庄市障害者計画主要事業に係る令和４年度の実績報告についてご協

議いただきましたが、他にないようですので、これにつきましては本日

は終了といたします。

この内容についての意見等は、事務局で十分に参酌され、今後の事業

実施や新しい計画策定等に生かされるよう、お願いいたします。

議事進行（会長）

②障害者福祉に関するアンケート調査結果について

続きまして、協議事項の②、障害者福祉に関するアンケート調査結果

について、事務局から説明をお願いいたします。

説明（事務局）

前回の協議会でご審議いただきましたアンケートにつきまして、報告

がまとまりましたので、これから主だったところについてご報告をさせ

ていただきたいと思います。

報告におかれましては、この計画策定を支援していただいている、株

式会社ぎょうせいの廣田さんからさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。
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発 言 者 発言内容・決定事項等

説明

（委託事業者）

○障害者、障害児（保護者）、一般市民へのアンケートについて、それお

ぞれ、母数・回答数の状況から、設問ごとの回答の傾向や自由意見、

行政への要望等について説明。

○事業所・団体アンケート・ヒアリングについて、サービス提供や活動

の課題、行政への要望等について説明。

議事進行（会長）

ただいま協議事項の②、障害者福祉に関するアンケート調査結果につ

いてご協議いただきましたが、これに関して皆様からご意見ございます

でしょうか。

委員（副会長） では、私から。

議事進行（会長） はい、種村副会長。

委員（副会長）

大した問題じゃないんですけど、42ページ。これ、アンケート調査で

ございますので、これをどう施策に生かしていくかどうかっていうのは、

受け止め方がさまざまになるかというふうに思います。

そういうところで、当事者からの意見として聞いていただきたいんで

すけども、42ページ、どんな時差別を感じる場面があるかというふうな

ことでございます。成年の場合は、「まちかどで人々の視線」ってのが

38％でございますけども、障害児の調査ってことは、当然これ、お答え

してるのは子どもさんじゃなく、親御さんが多分アンケートに答えてる

んだというふうに思います。

今、本人としてはそのまちかどで視線を感じて。視線を感じてなんで

差別と感じるかどうかっていうふうなのは、視線だけでの差別というの

は、要は本人が受け止めるかどうかで。世間が思ってるほど、自分を誰

も見てくんないよって、なので被害者意識がちょっと強いのかなってい

うふうな印象が一つでございます。

それと、私の母もそうでしたけども、障害を持った子どもが、ちょっ

と他の子と違う行動を移したりするっていうふうなところで、お母さん

自体がやはり特別に視線を感じてしまうというふうなところが、多分見

受けられるんだろうなというふうに思います。

そう考えると、一番下の一般市民の差別や偏見を感じる場面っていう

部分のほうが、むしろ的を射てるのかなと。また、今後の施策を考える

上で、その辺のところを重視したほうがいいのかなと。

視線を感じるからってそれを、正直言って、障害福祉課でも手の打ち

ようのないと、これを差別だというふうにね。それじゃなくて、実質的

に利益のある部分をやはり抽出していくという部分で、今後の施策に生

かしていただければなというふうに思います。以上でございます。
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議事進行（会長） ただいまのご意見に対して、事務局お願いいたします。

説明（事務局）

ありがとうございます。ただいま伺いましたご意見を参考にしながら、

またアンケート調査によって、私どもが課題だなと思っていることが、

やはり地域の課題としてアンケートにはっきり出てきたという印象を持

っておりますので、それを計画に生かしていけるように、これからも進

めていきたいと思っております。以上です。

議事進行（会長）

他にございますでしょうか。よろしいですか。ただいま協議事項の②、

障害者福祉に関するアンケート調査結果についてご協議いただきました

が、他にないようですので、これについては本日は終了といたします。

続きまして、協議事項の③、第４次本庄市障害者計画等の素案について、

事務局から説明をお願いいたします。

議事進行（会長）

③第４次本庄市障害者計画等の素案について

続きまして、協議事項の③、第４次本庄市障害者計画等の素案につい

て、事務局から説明をお願いいたします。

説明（事務局）

それでは、資料２ 第４次障害者計画、第７期障害福祉計画・第３期障

害児福祉計画「誰もが自分らしく暮らせる共生のまち 本庄」（案）をご

覧ください。

説明にあたっては、お時間の都合もございますので、個別具体の説明

ではなく、計画の要点をご説明いたします。

では、まず第１章「計画の策定にあたって」からご説明いたします。

計画（案）の３ページをご覧ください。

まず、趣旨にあっては、第４次障害者計画、第７期障害福祉計画・第

３期障害児福祉計画、総じて、本計画とさせていただきますが、本計画

は、本市の総合振興計画、地域福祉計画との整合を確保しつつ、本市に

おいて、障害の有無にかかわらず、全ての市民が身近な地域で役割を持

ち、お互いを尊重しながら、その人らしい暮らしのできる共生社会の実

現を図っていくため、策定するものです。

また、この性格は、4ページの図表にもありますとおり、それぞれの

法令に基づき本市における施策推進の基本となるものでございます。

さらには、本計画の策定にあたっては、国の第５次障害者基本計画、

埼玉県の第７期障害者支援計画を踏まえて策定するものです。

ここで、特に、位置づけの図表をご覧いただきますと、本計画の横つ

ながり、【他関連計画等】に、従来のものに加え、新たな計画では、「移

動円滑化促進方針」を加えております。この方針の策定にあたっては、

多くの障害のある人に実際に市街地を歩いていただくなど、市内に
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説明（事務局）

おける移動の円滑化をいかに推進するかについての方針を定めておりま

すことから、本計画とも連携を取りながら、施策推進につなげていくも

のと考えており、ここに掲げております。

計画期間は、第 4次障害者計画は、令和６年度から令和１１年度まで

の６年間、第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画は、令和６年

度から８年度までの３年間の計画でございます。

７ページの計画の策定方法ですが、アンケートからパブリックコメン

トまでが一連の流れとなっており、本協議会は、市長の諮問機関となっ

ておりますことから、パブリックコメント終了後には、計画原案を市長

へ答申することとなります。

次に、「障害者施策を取り巻く法制度・社会情勢の変化」について、ご説

明いたします。８ページをご覧ください。

このうち、まず、国の第５次障害者基本計画ですが、先ほども申しま

したとおり、本計画の策定にあたっては、この計画を踏まえて策定する

ことてなっております。

この中で、国は、「地域社会における共生等」、「差別の禁止」、「国際的

協調」を３つの基本原則を定め、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待

の防止など１１分野における施策の推進を図るとしています。

この計画において「実現を目指すべき社会」として、図表の４点を掲

げており、本計画にっても、この趣旨等を踏まえて策定するものです。

次に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる「障

害者差別解消法」についてですが、この法律や国・地方公共団体などに

おける障害を理由とする差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の不提供の

禁止、差別解消に向けた取組に関する要領を定めることなどが規定され

ており、令和３年５月の改正により、障害のある人に対する合理的配慮

の提供が民間事業者においても、来年４月より義務化されます。

次に、１０ページ、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通

に係る施策の推進に関する法律の制定ですが、障害のある人があらゆる

分野の活動に参加するために、必要な情報を入手・利用したり、コミュ

ニケーションを図ったりすることができる環境を整備するための法律

で、令和４年５月に制定されました。国の障害者基本計画では、この法

律の趣旨を踏まえることとなっております。

次に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の改

正ですが、この法律、いわゆるバリアフリー法ですが、令和２年５月に

改正され、文部科学省では、バリアフリートイレ、スロープ、エレベー

ターの整備について、整備目標を定めており、市内の学校施設において

も、必要な整備・改修を行っていくことになります。
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説明（事務局）

また、「地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進」として、

市町村が作成する基本構想などに基づいて、バリアフリー化を推進する

こと、またハード面だけではなく、「心のバリアフリー」に関する教育啓

発を位置付けることが可能となりました。

１１ページ、令和３年６月に成立した「医療的ケア児及びその家族に

対する支援に関する法律」は、医療的ケアを必要とする児童の健やかな

成長を図るとともに、その家族の離職を防ぎ、安心して子どもを産み育

てて社会の構築を目指すものです。

地方公共団体の措置として、保育所、学校等への支援、家族の日常生

活への支援、相談体制の整備などが定められています。

このほか、東京オリンピックのレガシー継承として、オリンピック・

パラリンピックを共生社会実現の機会とするため、「ユニバーサルデザイ

ン２０２０行動計画」に基づく施設整備が行われました。この機運から、

障害のある人への理解が一層進むよう、全ての人が暮らしやすい社会の

構築のための取組が求められています。

最後に、コロナ禍により、地域の交流、相談支援の機会の喪失、社会

に内在していた孤独・孤立の問題も顕在化しました。また、障害のある

人へのサービス提供事業者にあっても、経営に影響が出るなどの課題が

生じています。

こうしたことに対処するため、障害のある人やその家族の抱える課題

に留意しながら、必要な施策の展開が求められています。

次に、１５ページから、本計画の本庄市の現状として、人口・世帯数

の推移、手帳所持者の推移、難病患者数の推移を掲示しています。また、

24ページでは、障害福祉サービスを受けるための区分認定の推移、２５

ページでは、保育所における受け入れ数の推移、小中学校の特別支援学

級数と在籍者数の推移、２６ページには市内在住の特別支援学校在籍者

数の推移を掲示しています。さらには、経済的支援として、２７ページ

には、各種手当の受給者数の推移、自立支援医療受給者の推移を掲示し

ています。

こうした、障害者施策を取り巻く法制度・社会情勢の変化、本市の数

値的現状、さらには、先にご説明しましたアンケート調査の結果を踏ま

え、５６ページ、５７ページでは、本市の障害者施策の課題を大きく４

つ掲げております。

一つ目は、「障害や障害のある人への理解のさらなる拡大」、２つ目は、

「就労を含めた障害のある人の社会参画の促進」、3つ目は、「一人ひと

りの状況に応じた切れ目のないサポートの提供」、4つ目は「すべての人

が安心して暮らせるまちづくり」です。
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発 言 者 発言内容・決定事項等

説明（事務局）

「障害や障害のある人への理解のさらなる拡大」では、障害者差別解

消法の改正により令和６年４月から事業者の合理的配慮の提供が義務化

されることを周知し、これを契機に、共生社会の実現に向け、多様な障

害の存在を広く認知していただく、また、身近な地域のおける相互理解

を深める機会の提供が求められるとしています。

「就労を含めた障害のある人の社会参画の促進」では、就労は単に収

入を得る手段だけではなく、社会参加を実現する場の一つとして、あら

ゆる人が自信の状況や希望に合わせた就労ができる環境を整えていくこ

とが求められるとともに、地域の中で役割や生きがいを持って生活を送

ることができるよう、生涯学習等の活性化・充実を図る必要があるとし

ています。

また、「一人ひとりの状況に応じた切れ目のないサポートの提供」では、

社会情勢の変化に合わせて生活課題も多様化・複合化している中、既存

の福祉サービスだけでは解決が難しいものもあり、住み慣れた地域での

生活をより長く続けてもらう環境づくりのため、制度間の連携、庁内外

の連携強化が求められています。一人ひとり異なる「生きづらさ」に寄

り添いながら包括的、総合的に支援していく体制の構築を図っていく必

要があるとしています。

さらには、「すべての人が安心して暮らせるまちづくり」では、生活の

様々な場面での物理的・心理的障壁が除かれ、あらゆる人が暮らしやす

いまちづくりが求められる中、障害のある人の移動支援も解決すべき課

題の一つであるとしています。また、災害時の避難行動支援、権利や財

産を守る権利擁護の取組などが求められています。

こうした課題を解決し、あらゆる人がいきいきとした人生を享受でき

る社会づくりを推進していくため、６１ページに新たな基本理念として

「誰もが自分らしく暮らせる共生のまち 本庄」を掲げました。

この実現に向け、６２ページから６４ページまで、４つの基本目標と

それに連なる施策の方向性を示し、施策の体系としています。

「基本目標１誰もが暮らしやすいまちづくり」では、私たちの住む本

庄市を、心と生活環境面でのバリアフリーをバランスよく整えることが

大切であるとして、障害と障害のある人に対する理解を深め、互いに尊

重し交流を図るとともに、環境整備に取り組み、誰もが暮らしやすいま

ちづくりを推進するとしています。

「基本目標２利用者本位のサービス提供」では、誰もが住み慣れた地

域で、自分の意思で住み続けるために地域における切れ間のない支援体

制の整備が求められるとして、基幹相談支援センターを中核に地域の相

談体制の充実を図り、利用者本位のサービス提供の実現に取り組みます。
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説明（事務局）

「基本目標３自立と社会参加の推進」では、障害のある人が自立した

生活を送ることができるよう、就労に向けた様々な取組を、連携強化し

て推進します。また、障害のある人の社会参加、スポーツや文化芸術へ

の参加も拡充し、自立と社会参加を推進するとしています。

「基本目標４市民の安心を守る取組の充実」では、誰もが安心して暮

らすことができる生活環境の整備や意識づくりを進めるとして、災害に

強い地域づくり、交通安全施策等を推進します。また、虐待防止や成年

後見制度の周知を図り、権利擁護施策を推進していくとしています。

これらに連なる個々の事業の説明は略させていただきますが、いずれ

も、当事者の意思を尊重し、関係基幹と綿密に連携して推進していきま

す。

次に、第６章 障害（児）福祉サービス等の見込みと確保方策です。こ

の章が第７期障害福祉計画、第３期障害児福祉計画となりますが、この

章は、国の基本方針や埼玉県が示す考え方に基づき、サービス利用実績

から、令和 6年度から令和 8年度までの見込みと方策を示すところです。

実は、現在のところ、当方にてサービス実績からの見込み等はお示し

できていますが、埼玉県からこの数値の調査が来ることとなっており、

この回答とともに、この章の形は整うこととなりますので、個々の説明

は略させていただきます。

以上で説明を終わります。

議事進行（会長）
ただいまの事務局からの説明に対しまして、ご意見、ご質問がございま

したらお願いいたします。

説明（事務局） 事務局からよろしいでしょうか。

議事進行（会長） はい、事務局。

説明（事務局）

先ほど冒頭でもお話しさせていただきました、資料のお手元への到着

が大変遅くなったということもございます。本日もしご意見が出ないの

であれば、後日でも結構でございます。どんなことでも結構でございま

すので、忌憚のないご意見を寄せていただければと思っております。よ

ろしくお願いします。

議事進行（会長） 副会長、いかがでしょうか。

委員（副会長）

膨大な量ですので。今までの利用者等の推移が、実質的に今後の推移

がどういうふうに読めるのかというふうなところで、大変かなというふ

うに思います。

それと、前期の計画等々で、先ほど私が言いました、学校の昇降口云々

かんぬんで言ったのは、確かに前期の計画の中で、それが入ってきて、
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委員（副会長）

それがおおむね達成できたから、こういう答えだっていうふうな話でご

ざいました。

他のこの移動円滑化とかっていうふうな、道路のバリアフリーとか、

各所でいろいろそちらのほうも一緒に動いていただいたんですけど、そ

の中でどうして今後見込めるというか、法律の改正がこの３年間にあり

そうだというふうな部分の先取りをするような形で、事業計画を、この

計画に向けた、この福祉計画をまとめていかないと、先ほどのような陳

腐な回答が、実質的に計画が終わった時の判定にずっと表れてしまうと

いうふうなことで。

これは、道路管理課のほうにも言ったんですけど、４月１日からの法

律が云々っていう部分が漏れてたって、それも入れなさいよ」というふ

うな形で私が言ったんですけど、そういう形で、これからの法律、それ

と県の条例等々のルールが見込めるというふうな、そういうような情報

を収集して、この計画の中に盛り込んでいく。言い方を変えると、先取

りしていくっていうふうなところも含めないと、計画の最後には、やは

り答えが陳腐になってしまうというふうな部分もあるので、その辺も含

めて少し考えを入れていただきたいなというふうなのが、私の意見でご

ざいます。

議事進行（会長） 事務局、お願いいたします。

説明

（委託事業者）

ご意見ありがとうございます。今後予定されているような、いわゆる

法律の改正や制度の改正といった部分についても、極力ちょっと盛り込

ませていただくような形で、今回案という形でまとめさせていただいて

ます。

とはいえ、社会情勢の変化も、非常にダイナミックかつわかりづらい

というようなご時世でもありますので、キャッチアップが追い付かない

部分もありますので、随時必要な修正といった部分については、計画策

定までに動きが見えたものについては、極力事務局の皆様とご相談をさ

せていただきながら、盛り込んでいければと思っています。

今回、社会情勢の変化については、8ページ以降の内容で簡単にまと

めさせていただいております。今後、やはり障害者差別解消法の部分に

ついては、来年から変化が必ずありますし、また、移動円滑化といった

部分についても、今後対応していかなければならない部分であったりも

しますので、当然こういった部分も、また事務局の皆様とご相談をさせ

ていただきながら、何が必要なのかといったところ、またご相談をさせ

ていただきたいと思います。

また、上位計画の地域福祉計画の動きといった部分もございますので、
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説明

（委託事業者）

そういった部分の内容も、適宜盛り込みながら、障害者の方がより良く

快適に暮らしているようなまちづくりといったものに資する計画として

まとめられるよう、努めてまいりたいと思います。

委員の皆様におかれましても、こういった内容、ぜひ含めてほしいと

いうものがあれば、ぜひご意見を頂ければと思っております。よろしく

お願いいたします。

委員（会長）

すいません、じゃあ私からいいですか。ちょっと細かいところ見まし

て、後でお読みになってお気付きがあるかと思いますので。

まず７ページ、（４）、文章の３行目、「本市」とありますが、これは「本

庄市」としたほうがよろしいかと思います。

続いて９ページ、上の四角の枠の中の黒丸２つ目、「理念等の軌を一にし

た」というふうに読むんですが、ちょっと言葉が難しいかなと思いまし

た。なので、注釈を入れる等したほうがよろしいかなと思いました。

次、11ページ、（６）、文章の５行目、ちょうど真ん中辺。「成長を図る

とともに、その家族の離職を防ぐとともに」と、「ともに」が２つ続いて

ます。

次、56ページ、第３節の（１）、「障害や障害のある人への理解のさら

なる拡大」の、この「障害や障害のある人」、障害、障害と続いてまして、

「障害のある人」というのは障害者だというのはわかるのですが、ここ

がちょっとわかりづらいと。

これ、「障害や障害のある人」が今後 83ページ、それ以降も出てまい

りますので、この辺例えば「障壁や」というふうに変えるとわかりやす

いかなと思いますので、その辺のご検討を。

あとその下の（２）、１行目の後ろのほう。「１つ」というのが数字の

１で、これ、調べてみたんですけど、公用文は横文字の一というふうな

んですが、ただ、それもわかりづらいんではないかと思うんですね。

なので、これ、「１つ」はずっとこの後も数字の１としてなってるんで

すけど、この辺を、これはどう統一していくのかというのを、ご検討い

ただければと思います。

次の 57ページの（３）の１行目の文章なんですが、「人口減少や少子

高齢化、長寿化、晩婚化など、社会路線の変化に合わせて」とあります。

これは、少子高齢化や人口減少なのか、あとは晩婚化というのがこの計

画に必要なのかという。晩婚化が入るのであれば、非婚化も必要なので

はないかと思います。福祉的には非婚化のほうが課題があるのかなと思

いまして、この文章の整理をお願いします。

それと、３行目の「親亡き後で 8050問題」。これ、8050が先で、親亡

き後が後のほうが、個人的にはわかりやすいかなと思います。
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委員（会長）

それと、その段落。「また、全国的に発達障害のある人は増加傾向にあり

ます」とあります。ここに「大人の発達障害」という言葉を入れていた

だけないかと思います。最後の４行目に、「発達に不安を抱える当事者だ

けではなく」という、ここには大人の発達障害というのが入るのかどう

かという。だから「大人の発達障害」という言葉も入れていただければ

なと思います。

あとは、（４）、５行目、「移動における不便、外出先でのバリアフリー

は今後の課題の１つ」とありますけど、これ、「本市における」という、

「本市」を入れたほうがいいのかなというふうに、ちょっと感じました。

あと、その下も、「課題の１つ」というふうに、１という数字が数字の１

になっています。

次が、63ページ。基本目標３の「自立と社会参加の推進」の２行目、

「取組を連携を」と、「を」が２つ続いておりますので、ちょっとご確認

をお願いいたします。

続いて 69ページ、「ヘルプマークやカードの配布等、認知の向上」のと

ころで、一番下、「また、ヘルプマークやカードを必要とする人に配布し

ます」とありますが、これ読んでて、どこで配布するのかなってちょっ

と疑問に思ったので、もし入れられるのであれば、例えば障害福祉課の

窓口とか、入れられなければいいと思うんですけれども、ご検討お願い

します。

あと 73ページ、⑥、「広報の発行」の一番下、「本庄市ホームページを

活用します」のところにちょんちょんが付いてるんですけど、これはち

ょっと要らないかと思います。

続いて、83ページ。「障害者雇用の促進と就労環境の向上」のところ、

真ん中の段落のところで、「障害者雇用の現状や法制度の変化等を踏まえ

つつ、公共職業安定所や本庄市商工会議所」とありますが、これ、「市」

を取って、「本庄商工会議所」が正しいのかな、ご確認お願いします。

ここに児玉商工会が入ってないんですが、児玉商工会は入るのかどう

かということと、あと先ほども申し上げましたが、この文章の下から２

行目に、「障害や障害のある人へ」という、障害、障害というのがあるの

で、これもご確認をお願いいたします。

87ページ、ちょうど文章の真ん中辺に、「バリアフリー化が完了して

ない」と、「バリアフリー化」と「化」が入っておりますが、その３行下

の最後のほう、「バリアフリーを進めます」と、ここには「化」が入って

ないので、この「化」は必要なのかどうかをご検討をお願いいたします。

あとは 95ページも、先ほど申し上げたように、「障害や障害のある人

へ」という言葉、これについて、この辺もご確認をお願いいたします。
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会長 以上になります。

説明（事務局）

ありがとうございます。今ご指摘いただいたところにつきまして、前

後との整合性を見ましたりとか、あと先ほどの「障害や障害のある人」

と書いてるところ、障害そのものと障害を持ってる人ということで書い

たつもりですが、わかりづらいというところ等があるかもしれませんの

で、もう一度事務局のほうで精査させていただいて、また次回までにお

返事ができるかというふうに思っております。

大人の発達障害については、計画につきましては、障害者も障害児も

対象にしていますので含んでいますが、改めて書いたほうがわかりやす

いと思うところにつきましては、補記をするかどうかについて検討させ

ていただきたいと思います。

ヘルプカードにつきましても、入るようであれば入れていきたいと思っ

ております。

その他のことにつきましては、次の審議会の時までに、ご意見いただ

いたもので修正できるものは修正して、またお諮りしたいというふうに

考えております。よろしくお願いいたします。

議事進行（会長）

他に意見はございませんでしょうか。ないようですので、ただいま協

議事項③、第５次本庄市障害者計画等の素案についてご協議いただきま

したが、他にないようですので、これについては本日は終了といたしま

す。

本題の調査結果、また、委員の皆様から頂いたご意見等は、事務局で

十分に参酌され、今後も事業実施や新しい計画策定等に生かされるよう、

お願いいたします。

その他にご意見、ご質問はございませんでしょうか。よろしいですか。

ないようでしたら、これで本日の議事は終了とさせていただきます。

委員の皆様におかれましては、議事進行へのご協力とご協議に感謝申し

上げます。それでは、進行を事務局にお返しいたします。

進行

委員の皆様には、長時間にわたりご審議いただきまして、ありがとう

ございました。また、議長を務めていただきました堀口会長に御礼を申

し上げます。ありがとうございます。

進行

５ その他

続きまして次第の５、その他に移らせていただきます。事務局より、

今後の策定スケジュールについてご説明いたします。資料といたしまし

ては、資料３と書かれたもの、策定スケジュールをご覧ください。
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説明（事務局）

今後、計画の策定につきましては、今日ご説明させていただいたものに

関しまして、ご意見を頂戴したいというふうに考えておりまして、それ

を反映したものを、11月に、本年度第２回になりますが、本協議会に再

度ご審議いただきたいと思っております。

その後審議を経たものを原案として進めていただくことを考えており

まして、１月には、市民の皆様のご意見などを伺う、パブリックコメン

トを実施しようと思っております。

パブリックコメントを経て、頂いたご意見を基に、来年の２月に第３

回の本協議会を開きまして、計画案として答申をしていただきたいと考

えております。各会議につきましては、その都度ご案内させていただき

ますので、ご多忙の折とは存じますが、ご出席いただきますようよろし

くお願いいたします。

事務局から、今日お配りしたものについて２点ほどお話をさせていた

だきます。まずはふれ愛祭のパンフレットをお配りさせていただきまし

た。昨年久しぶりにふれ愛祭を開催させていただきました。今年度もま

た開催できる運びで、既に準備を進めております。

前回の参加団体に比べて、今回は 10団体ほどでしょうか。多くの方に

参加していただけることになりました。飲食等も今回はさせていただく

ことになっておりますので、ぜひご来場いただきますよう、よろしくお

願いいたします。

また、もう１つのチラシですが、埼玉県が 11月１日から、埼玉県思い

やり駐車場制度というのを始めることになっております。この後、埼玉

県も広報してまいりますし、本庄市でも広報等を始めていく予定でおり

ます。

障害のある人や、要介護高齢者や、妊産婦など、歩行が困難と認めら

れる方に利用者証をお配りして、整えられた駐車場に優先的に止めてい

ただくという制度でございます。

市では、本庄市役所本庁の障害福祉課と高齢者福祉課、支所では市民

福祉課、また、保健センター健康推進課の 4つの窓口で、利用証の交付

を行う準備をしております。

また、市役所やはにぽんプラザの支所等々で、常に既存の車椅子使用

用駐車区画に加えて、優先駐車区画を整備しています。市内の事業所の

皆様にもご協力いただくように、この後広報していく予定です。

また、市役所でも整備をしてまいりますが、それが他の事業所の方の

モデルとして見ていただけるようにという思いも持って取り組んでおり

ますので、ぜひ見ていただけたらというふうに、よろしくお願いいたし

ます。
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進行

長時間になってしまったのですが、お集まりいただいた方の中で、も

しこの機会に何かご紹介いただけたり、お話がある方がいらっしゃれば、

ぜひお聞かせいただけたらと思いますけれども、いかがでしょうか。あ

りがとうございます。

進行

６ 閉会

それでは、これで全ての会議が終了いたしましたので、閉会させてい

ただきます。閉会に当たりまして、種村副会長よりごあいさつを頂戴し

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

副会長

ありがとうございます。皆様、お疲れさまでございました。なかなか

こういう代表者会議で、意見を求められる機会は正直言って少ないです。

せっかくですから、今後とも皆様に必要な意見を、この会議の中に出し

ていただいて、ますますこの協議会がいいスタートが得られるように、

今後ともご協力をよろしくお願いいたします。本日は誠にお疲れさまで

ございました。ありがとうございました。

進行

ありがとうございました。以上をもちまして、本日の日程は全て終了

いたしました。お帰りの際は、どうぞお気を付けてお願いいたします。

ありがとうございます。


